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港湾区域における洋上風力発電 

 

１．背景 

①港湾における洋上風力発電の導入 

 我が国では、2030年の電源構成のうち再生可能エネルギーの割合が22～24%（うち風力は

1.7%程度）と見込まれ、政府全体で再生可能エネルギーの導入に向けた取組が進められてい

ます。 

 このうち洋上風力発電については、洋上は陸上と比べて強く安定した風が吹くことから、

設備利用率が高いなどの利点があります。 

 また、洋上は立地に制約が少ないことから、例えば５メガワット級洋上風力発電施設（高

さ：約150m、回転翼の直径：約130m）のように、非常に大型の施設を設置することが可能で

す。 

 特に、陸地が限られた我が国においては、洋上風力発電の導入拡大が不可欠とされていま

す。 

 

②洋上風力発電の導入適地としての港湾の優位性 

港湾は、以下の要因により洋上風力発電の導入適地として有望視されており、今後大規模な

民間投資が見込まれています。 

１．港湾は「海陸の境界という立地特性」を活用して、様々な産業が数多く立地している

空間であり、高い電力需要が見込まれるため、送電線などの電気設備が充実してい

る。 

２．洋上風力発電施設の建設や維持管理に利用される港湾インフラが近接している。 

３．港湾法に基づく港湾管理者が存在し、関係者間の合意形成や占用許可に関する一定の

手続き等が整備されていることなどから、海域の管理や利用調整の仕組みが最も整備

されている空間である。 

 

出所：国土交通省ＨＰ 

   https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000082.html 

 

 

  

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000082.html
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２．海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾（基地港湾）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：国土交通省ＨＰ 

   https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001459708.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：国土交通省ＨＰ 

   https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001459708.pdf 

https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001459708.pdf
https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001459708.pdf
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３．再エネ海域利用法 

①再エネ海域利用法に基づく区域指定 

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン 

https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001417221.pdf 

・そのほか受付方法や会議などは下記よりご覧いただけます。 

 https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_mn6_000005.html#naiyouA 

 

②再エネ海域利用法に基づく公募 

一般海域における占用公募制度の運用指針 

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000046.html 

・そのほか事業者選定などは下記よりご覧いただけます。 

 https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_mn6_000005.html#naiyouB 

 

③洋上風力発電に係る促進区域等の位置図（令和７年 10月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：国土交通省ＨＰ 

   https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001969092.pdf 

 

  

https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001417221.pdf
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_mn6_000005.html#naiyouA
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000046.html
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_mn6_000005.html#naiyouB
https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001969092.pdf
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４．占用公募制度の創設 

 洋上風力発電施設は、長期かつ大規模に水域を占用する固定的な大型施設です。 

 このため、より公正かつ公平な手続きにより事業者の選定を行うとともに、発電施設の設置

や維持管理が適切に実施されることを確認する必要があります。 

 また、各種調査等による準備も長期にわたることが想定されるため、円滑な資金調達など確

実な事業実施のため、準備期間を含めた長期間にわたる選定事業者の地位の明確化が必要で

す。 

 このような点を踏まえ、平成 28年 7月、港湾法の一部を改正する法律（平成 28年法律第 45

号）が施行され、占用公募制度が創設されました。 

 この占用公募制度は、港湾の機能を維持しつつ港湾区域等の有効活用を図るため、当該区域

の占用予定者を公募により決定する制度です。 

 

※港湾法の一部を改正する法律の概要（占用公募制度関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：国土交通省ＨＰ 

   https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000012.html 

 

  

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000012.html
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５．円滑な導入に向けた取り組み 

 港湾は、管理の仕組みやインフラが整っていることなどから、洋上風力発電施設を導入する

適地として多くの民間事業者から期待されており、今後、大規模な民間投資が見込まれていま

す。 

 このような中、国土交通省港湾局では、港湾における洋上風力発電施設の円滑な導入に向け

て、様々な取組を推進しています。 

①占用公募制度の運用の充実・深化 

 平成 28年 7月に施行された改正港湾法により、港湾区域等の占用予定者を公募により決定す

る占用公募制度が整備されました。 

 港湾局では、占用公募制度を活用した港湾における洋上風力発電の円滑な導入のため、同制

度の運用の充実・深化を図っているところです。 

①－１．占用公募制度の運用指針 

■港湾における洋上風力発電の占用公募制度の運用指針 Ver.1 

 （平成 28年 7月国土交通省港湾局） 

・本文（PDF形式。全 45ページ） 

・参考資料 洋上風力発電の導入にかかる公募占用指針（案）（PDF 形式） 

①－２．洋上風力発電施設の審査基準の検討 

 港湾管理者が的確な事業者選定を行うためには、審査の参考となる基準などが必要です。

このため、港湾における洋上風力発電施設検討委員会を設置し、経済産業省と連携し、洋上

風力発電施設の審査基準等の検討を進めています。 

■港湾における洋上風力発電施設検討委員会 

第１回 （平成 28年 9月 30日開催） 

第２回 （平成 29年 11月 24日開催） 

第３回 （平成 30年 3月 7日開催） 

■洋上風力発電設備の構造に関する基準 

・港湾における洋上風力発電施設の構造審査のあり方（骨子案）（平成 29年 2月） 

・洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説（平成 30年 3月版） 

■洋上風力発電設備の施工に関する基準 

 ・港湾における洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針（平成 30年 3月版） 

■洋上風力発電設備の維持管理に関する基準 

 ・洋上風力発電設備の維持管理に関する統一的解説（平成 31年 3月版） 

 

  

https://www.mlit.go.jp/common/001136929.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001136928.pdf
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000026.html
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000030.html
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000031.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000136.html
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000032.html
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000033.html
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000036.html
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②占用公募制度の創設以前の導入手続き 

 国土交通省港湾局では、占用公募制度の創設以前の導入手続きとして、港湾における洋上風

力発電の円滑な導入にあたってのマニュアル及び技術ガイドラインを示しています。 

 占用公募制度による港湾への洋上風力発電の導入に際しても、まず、このマニュアルや技術

ガイドラインを参考にして、港湾計画に「再生可能エネルギー源を利活用する区域」を位置づ

けることを基本としています。 

②－１．港湾の管理運営との共生のためのマニュアル 

 本マニュアルでは、港湾管理者による「再生可能エネルギー導入検討協議会」の設置な

ど、港湾における洋上風力発電の円滑な導入のプロセスを示しました。 

■港湾における風力発電について －港湾の管理運営との共生のためのマニュアル－ver.1

（平成 24年 6月 国土交通省港湾局、環境省地球環境局） 

・概要パンフレット （PDF形式） 

・本文 （PDF形式） 

・参考資料 （PDF形式） 

②－２．技術ガイドライン 

 本ガイドラインでは、港湾管理者による占用許可の審査における技術的な判断のための指

針を示しました 

■港湾における洋上風力発電施設等の技術ガイドライン【案】 

 （平成 27年 3月 国土交通省港湾局） 

・ガイドラインのポイント （PDF形式） 

・本文 （PDF形式） 

 

出所：国土交通省ＨＰ 

   https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000008.html 

 

  

https://www.mlit.go.jp/common/000214481.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000216101.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000216102.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001157534.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001084179.pdf
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000008.html
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６．会議、委員会 

①洋上風力促進小委員会 

・開催状況や配布資料は下記よりご覧いただけます。 

 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s304_youjouhuuryoku01.html 

 

②洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会 

 経済産業省及び国土交通省は、洋上風力発電の計画的・継続的な導入拡大と、これに必要と

なる洋上風力関連産業の競争力強化を官民が一体となる形で進めるため、「洋上風力の産業競争

力強化に向けた官民協議会」を設立します。 

・開催状況や配布資料は下記よりご覧いただけます。 

 https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000059.html 

 

③洋上風力発電の導入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会 

 国土交通省港湾局では、洋上風力発電を取り巻く状況が変化するなかで、洋上風力発電の導

入促進にあたり、既存ストックの有効活用を前提としつつ、関連産業の集積状況や産業を支え

る港湾の観点を踏まえながら、新たに検討が必要な事項について議論するべく、「2050年カーボ

ンニュートラル実現のための基地港湾のあり方に関する検討会」を「洋上風力発電の導入促進

に向けた港湾のあり方に関する検討会」と改称のうえ開催します。 

・開催状況や配布資料は下記よりご覧いただけます。 

 https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000073.html 

●「昨今の基地港湾を取り巻く課題への対応策と今後の課題」とりまとめ 令和７年４月 

 概要：https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001886101.pdf 

 本編：https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001886100.pdf 

 

④浮体式産業戦略検討会 

・開催状況や配布資料は下記よりご覧いただけます。 

 https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000056.html 

 

⑤浮体式洋上風力発電の海上施工等に関する官民フォーラム 

 浮体式洋上風力発電設備の大量導入を進めるためには、浮体の組立・設置などの多岐にわた

る海上施工や関連船舶に関係する諸課題について、様々な主体が連携の上で計画的に制度設計

や技術検討を進めることが必要です。この度、浮体式洋上風力発電の海上施工等に関する課題

について、官民が連携し、横断的な議論を促進するため、「浮体式洋上風力発電の海上施工等に

関する官民フォーラム」を設置しました。 

・開催状況や配布資料は下記よりご覧いただけます。 

 https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000109.html 

 

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s304_youjouhuuryoku01.html
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000059.html
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000073.html
https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001886101.pdf
https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001886100.pdf
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000056.html
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000109.html

